
和歌山県公有財産売却ガイドライン(抜粋) 

 

和歌山県公有財産売却一般競争入札（以下「公有財産売却」という。）に参加いただくには、「和

歌山県公有財産売却ガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）」をよくお読みいただき、

同意していただくことが必要です。 

 

第１ 公有財産売却の参加条件など 
  

１ 公有財産売却の参加条件    
  以下の各号のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号。以下「自治法令」という。）第 167 条の 4

第 1項の規定に該当すると認められる方 

(2) 自治法令第 167 条の 4第 2項の規定により一般競争入札への参加を排除されている方 

(3) 自己又は自社の役員等（法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の 100 分の 5

以上を有する株主又は出資の総額の 100 分の 5以上に出資している方（個人である方に限

る））又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他経営に実質的に関与している方が、

次の各号のいずれかに該当する方又は将来にわたって該当しないことを確約できない方 

 ア 和歌山県暴力団排除条例（平成 23 年和歌山県条例第 23 号。以下「暴力団排除条例」   

という。）第 2条第 3号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）であると

認められる方 

 イ 暴力団（暴力団排除条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員等が経営に実質的に関与していると認められる方 

 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を 

  もって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる方 

 エ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的   

若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められ   

る方 

 オ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる方 

 カ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認め

られる方 

２ 公有財産売却の参加にあたっての注意事項   

(1) 公有財産売却は、地方自治法などの規定に基づき和歌山県が執行する一般競争入札手

続きの一部です。  

(2) 売払代金を納付期限までに正当な理由なく納付しない落札者は、自治法令第 167 条の

4第 2 項第 5号に該当すると見なされ、一定期間和歌山県の実施する一般競争入札に参加

できなくなることがあります。 

(3) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。  

(4) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめ和歌山県において閲覧に供されている一

般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえ

で公有財産売却に参加してください。 

 また、入札前に購入希望の物件を確認してください。 

 (5) 公有財産売却の参加者情報が住民票や登記事項証明書、役員等一覧の内容などと異な

る場合は、入札に参加できない場合があります。 

(6) 公有財産売却においては、特定の物件の売却が中止になること、もしくは公有財産売

却の全体が中止になることがあります。  

３ 公有財産売却の際の所有権移転などについての注意事項  
 (1) 落札後、売買代金の全額を納付し、その収納を完了した時に所有権は落札者に移転し

ます。 

(2) その他、登記、登録等を要する物件については、仕様書などでその取扱いを明記しま

すので、必ずその手続きを行って下さい。 

(3) 物件の引渡しについては本県担当者と十分打ち合わせのうえ受け取ってください。 

４ 個人情報等の取り扱いについて   



(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。 

ア 公有財産売却の参加申込みを行う際は、住民登録などのされている住所、氏名（参加

者が法人の場合は、登記事項証明書に登記されている所在地、名称、代表者氏名）を公

有財産売却の参加者情報として記載すること。 参加者情報が住民登録や登記事項証明書

の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記等を行う

ことができません。 

イ 和歌山県は収集した個人情報を自治法令第167条の4の規定に基づく入札参加者の資

格審査並びに、「和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に

基づき和歌山県警察本部刑事部長に対し、本ガイドライン記載の「第 1 公有財産売却の

参加条件など」の「１ 公有財産売却の参加条件」の(3)に関する照会を行うことを目的

として利用すること。 

ウ 落札者に関する情報については、所在地、名称及び落札金額について公開することが

あること。 

５ 共同入札について   
(1) 共同入札とは 

 一つの物件を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。 

(2) 共同入札における注意事項 

ア 共同入札する場合は、共同入札者の中から 1名の代表者を決める必要があります。実

際の公有財産売却の参加申込等の手続きは当該代表者が行ってください。 

イ 共同入札する場合は、共同入札者全員の住所（所在地）と氏名（名称）を連署した申

込書及び共同入札者全員の印鑑登録証明書等の添付書類を提出することが必要です。 

ウ 申込書に記載された内容が共同入札者の住民登録や登記事項証明書の内容などと異

なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。 

 

第２ 公有財産売却の参加申込手続き及び入札保証金の納付について    

入札するには、公有財産売却の参加申込手続きと入札保証金の納付が必要です。 

 

１ 公有財産売却の参加申込手続きについて   
和歌山県のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還

請求書兼口座振替依頼書（以下、「申込書」という。）」（様式第 1号）及び誓約書（様式第

2号）を印刷し、必要事項を記入・押印後、個人で申込みされる場合は、住民票及び印鑑

登録証明書、法人で申込みをされる場合は、登記事項証明書（全部事項証明書）、役員等

一覧（様式第 3号）（法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の 100 分の 5以上を

有する株主、出資の総額の 100 分の 5以上に出資している者（個人である者に限る）の氏

名、生年月日及び住所を記載。）及び印鑑証明書を添付のうえ、和歌山県に書留郵便にて

提出してください（持参可）。（締切日時必着） 

なお、官公庁の証明書は提出日において 3か月を経過していないものに限ります。 

複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要にな

りますが、添付書類である誓約書、住民票、印鑑登録証明書、登記事項証明書（全部事項

証明書）、役員等一覧（法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の 100 分の 5以上

を有する株主、出資の総額の 100 分の 5以上に出資している者（個人である者に限る）の

氏名、生年月日及び住所を記載。）及び印鑑証明書は 1通のみ提出してください。 

２ 入札保証金の納付について   
(1) 入札保証金とは 

自治法令第 167 条の 7で定められている、入札する前に納付しなければならない金額で

す。入札保証金は、和歌山県が売却物件ごとに予定価格（最低落札価格）の 100 分の 5

以上の金額を定めます。 

(2) 入札保証金の納付方法 

入札保証金の納付は、売却物件ごとに必要です。入札参加申込必要書類が和歌山県に到

着後、資格審査を経て、和歌山県から「歳入歳出外現金納入通知書」を送付しますので、

和歌山県が指定する金融機関で入札保証金を納付してください。 

・ 入札保証金には利息を付しません。 

・ 入札書の提出までに入札保証金を納付する必要があります。金融機関で納付の際

に受け取った領収印押印済みの納付書の写しが入札に必要となります。入札保証



金の納付を確認できない場合、入札することができません。 

・ 銀行振込等の振込手数料等は公有財産売却の参加申込者の負担となります。  

(3) 入札保証金の没収について 

ア 契約締結期限までに契約をしない場合 

落札者が契約締結期限までに和歌山県の定める契約を締結しない場合は没収し、返 

還しません。 

イ 落札者決定を取り消す場合 

明らかに入札金額の入力間違いと判断できるなどの場合は、落札者の決定が取り消 

されることがあります。この場合は、原則返還しません。 

(4) 入札保証金の契約保証金への充当 

公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、契

約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書（様式第 6 号）に基づき、自治法令第 167 条

の 16 に定める契約保証金に全額充当することができます。 

 

 

第６ 関係法令 
＜参考：地方自治法施行令（抄）＞ 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二

条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当す

ると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させな

いことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚

偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

＜ 参考：和歌山県暴力団排除条例（抄）＞ 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」

という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 

(4) 暴力団排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより県民の生活又は県内

の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。 

(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。 

(6) 県民等 県民及び事業者をいう。 

(7) 少年 20歳未満の者をいう。 

 


